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令和５年４月１４日時点

No 質問 回答

1－１
①この事業は、肥料価格が上昇した分の７割を支援するという理
解でよいか。
②そのように生産者に説明してよいか。

①使用量低減率0.9を乗ずるので厳密には７割とはならない。
低減の取組を行うことで、昨年より肥料使用量が減少することを想
定している。

②良い。

３－１

販売実績がある農業者が対象となっているが、販売実績はいつ時
点で、どれくらいの期間（過去１年間等）に販売実績があれば良い
か。また、その販売実績はメニューに取り組む品目の実績がない
とダメか。

販売実績に関して時点と期間に定めはない。また、低減に取り組
む品目の販売実績に限ってはいない。

３－２

箇所：実施要領第３の取組実施者（農業者の組織する団体等）の
４
定款、組織規程及び経理規程等の組織運営に関する規程が定め
られていること。

① この文の解釈としては、①定款、②組織規程、③経理規程等の
いずれか一つがあればよいということか。

② ①の解釈だった場合、中山間直払に取り組む集落協定（組織
規約がある）も農業者の組織する団体の要件を満たしているとい
う判断でよいか。

① 代表者の定めや組織の意思決定の方法、会計処理の方法な
どの規定があればよい。規約（例）を農水省ＨＰに掲載したので参
照いただきたい。

② １の内容が含まれていれば問題ない。

３－３
家族経営の場合に、領収書等の名義と出荷者の名義、申請者の
名義等が異なっていても家族経営が確認できれば問題ないか。

施肥設計を行う単位が家族（生計を一にする者）であれば、領収
書等の名義が家族であると確認できれば問題ないと考える。

３－４
法人経営の場合に、領収書等の名義が個人名（代表者名のみ）で
あっても問題ないか。

問題ない。

３－５
グループ構成員が家族の場合、グループの規定を作る必要があ
るか。

家族経営の場合は基本的に１戸と見なすこととなる。
ただし、その形態が農業法人であって、他の農業者とグループを
構成して申請することが難しい場合であって、農業法人において
農作業に従事する構成員や従業員が５人以上いる場合は、単独
で取組実施者になることは可能です。それ以外は個別に要相談。

３－６

取組実施者がJA（全農経由）の場合、そこから購入する肥料は、
実施要領第１４にある自社製品の調達または関係会社からの調
達がある場合の利益等排除にあたるのではないか（JA、全農の利
益分を除いて申請する必要があるのではないか？

今回の肥料価格高騰対策事業においては、利益排除にはあたら
ない。

３－７
支援金の支払後に、参加農業者の一部が死亡する等やむを得な
い事情で受益農業者が廃業した場合、支援金の返還や報告が必
要か。

農業者の死亡等やむを得ない事業で廃業した場合の返還は求め
ない。なお、別途報告書を作成する必要はない。
報告書については廃業した農業者以外の報告書を提出いただき
たい。

３－８ ゴルフ場は対象となるか。 対象外。

３－９
所在地が他県の事業者が、大分県協議会と他県協議会の２つに
取組実施者として申請する場合、支援金振込口座は２つ用意する
必要があるか。

他県の取組事業者が大分県、他県の両協議会に申請する場合、
口座は１つでよい。

３－９
（２）

参加農業者が５名いるが、大分県と他県で５名の場合は、各県毎
は５名未満となる。その場合の申請は可能か？

取組実施者として、他県の,参加農業者も含めて５名以上の場合
は、大分県内の参加農業者が５名未満でも申請が可能。専用の
申請書（参考様式１－２号、追加１－４号）が別途あるのでHPから
入手をお願いする。

肥料価格高騰対策事業に係る質問について（大分県作成分）

１　総論（農業者からの質問など）

２　事業実施主体（協議会）

３　取組実施者
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３－１０
就労継続支援Ａ型及びＢ型事業所において農業を行っている従業
員や利用者が農業従事者（農業者）となるか。

・Ａ型事業所、Ｂ型事業所ともに、農業の生産販売実績があれば
事業対象となる。
・雇用契約を結んでいる者＝従業員。
・利用者＝構成員及び従業員とはみなされない。
・Ａ型事業所は、農業従事者が５名以上いれば単独で取組事業者
となれる。
・Ｂ型事業所は、５経営体以上が集まれば、取組事業者となれる。

３－１１ 販売農家であることの確認はどのようにしたらよいか。

販売農家であることの確認については、直近の農産物の販売伝
票等で確認。新規就農者であって、農産物の出荷・販売実績がな
い場合は、認定証で確認する。
なお、証拠書類の協議会への提出は不要。ただし、抽出検査等の
際に説明ができるよう整備してください。

３－１２
秋肥の化学肥料低減計画書の取組を春肥用にすでに配布してい
る。新たな様式での再提出が必要か

春肥用の様式を用いる事が基本であるが、化学肥料低減の計画
やその他の項目を満たしていれば秋肥用でも問題ない。また、新
たに記入例を作成したので、記載時に十分な確認をお願いする。

３－１３
化学肥料低減計画書の氏名、住所、電話番号を取組実施者で記
入して良いか

化学肥料低減計画書の内容について、参加農業者が自ら実施す
ることを理解している場合は、問題ない。ただし、署名欄は参加農
業者本人の自著が必要。

３－１４
R5年度の秋肥の2次受付で、参加農業者がそれぞれ春肥５名、秋
肥3名の場合、申請は可能か。

秋肥３名については、令和4年度の1次受付と併せて５名以上にな
れば可能。R5年度の2次受付のみの場合は、秋肥は5名の要件を
満たさないので、申請は不可となる（春肥は5名以上なので可）。

３－１５ 秋肥は申請しなかったが、春肥とまとめての申請は可能か
協議会では年１本での申請は受け付けていないため、秋肥、春肥
で別々の申請が必要。
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４－１

①取組メニュー「キ　有機質肥料（指定混合肥料等を含む）」につ
いて、肥料法に係る公定規格に規定されている「有機質肥料」の
みならず、堆肥や有機入りの肥料を施用することでキの取組に該
当するということで良いか。
②肥料法に係る公定規格中の「複合肥料」に該当する「混合堆肥
複合肥料」を施用する場合は取組メニューのどれに該当するか。

①良い。
②「キ　有機質肥料（指定混合肥料等を含む）」に該当。

４－２

Q&A問4-5において、「全作付面積の半分以上を占める作物（代表
的な作物）があれば、その作物で取り組んでいればよいこととしま
す」と改正されたが、水稲と園芸作物の複合経営の場合、そのほ
とんどが水稲面積が多く、水稲でメニューを２つ以上取り組むこと
となるため、取り組みにくい。
水稲で最も取り組みやすいのが、
　①堆肥の活用
　　　→地域内に大量の堆肥がない、又はどうやって圃場に施用
　　　　するかなど問題あり。
　②土壌診断
　　　→水田の土壌診断はこれまでほとんどやってこなかったた
　　  　め、簡易診断でＯＫとなると事業の趣旨にマッチしない。
したがって、10a当たり施肥量の多い品目も可としていただきた
い。

Ｑ＆Ａ問４－５は、経営の一部のみ低減の取組を行っても化学肥
料低減には繋がらないと考え、少なくとも全作付面積の半分以上
で取組を行うよう求めるものである。
ご質問のような場合は、10a当たり施用量の多い園芸作物でも取り
組むことに問題はない。
その際、判断資料等の提出の必要はないが、合理的な説明がで
きるように資料整備をしておく必要がある。

４－３
取組メニューのシ「局所施肥の利用」について、いちごの高設栽培
は該当するか？潅注施肥は該当するようになっているが、置き肥
の場合はどうか？

高設栽培における灌注施肥はシ）局所施肥に該当すると思料。置
き肥については少しずつ成分が溶け出す施肥であって、局所施肥
とは考えにくい。置き肥が化学肥料低減に繋がるか、どのメニュー
に該当するかは、データを交えて要相談。

４－４

取組メニューのイ「生育診断による施肥設計」について、診断する
のは誰でも良いか（普及員、営農指導員、民間業者指導員等）。
その際に、例えば葉緑素計等の診断機器を用いる必要はあるか。
必ずしもなくても良いか。

適切に診断できる者であれば誰でもよい。葉緑素計に限らず葉色
板を用いた生育診断も可。

４－５
取組メニューのコ「低成分肥料の利用」について、施肥銘柄の一
部で低成分肥料を使用すれば問題ないか。

地域の栽培歴等で広く使用されている肥料の成分と比べて低成
分のものへの転換を図る取組等を想定。

４－６
２００８年の燃油価格高騰対策の際に国との協議で決めた地域特
認技術は本事業の地域特認技術として見なせるか。

可能。ただし、協議会での認定が必要。
なお、当該技術については、認定前に他の項目に該当しないか確
認いただきたい。例えば、その技術によって化学肥料の使用量や
コスト低減につながるのであれば、取組メニューのセとすることも
できる。どの取組が何に該当するかは、個別に要相談とする。

４－７

化学肥料低減の取組について、養液栽培については有機肥料へ
の転換や施肥量の削減への取組が困難。取組メニューとして、以
下のメニューを適用することは可能か。

ア）土壌診断による施肥設計
　　　→栽培で使用する養液についてＥＣで管理し、不足分の養分
のみ補給
　　　　　　例）ＥＣセンサーを用いた養液栽培管理を実施

イ）生育診断による施肥設計
　　　→生育状況や収穫量に応じたＥＣで管理
　　　　　　例）生育ステージ（○段目）に応じてＥＣを変更し適正施
肥

コ）低成分肥料の利用
　　　→単肥配合などを利用し、不足分の養分のみ補給
　　　　　　例）ベストブレンドを用いた施肥管理の実施

シ）局所施肥の利用
　　　→点滴潅水やマイクロチューブ潅水などにより適正施肥
　　　　　　例）潅水施肥栽培などで点滴潅水により施用量を低減

セ）施肥量・肥料銘柄の見直し
　　　→栽培で使用する溶液の交換頻度を低減
　　　　　　例）交換頻度：２か月おき→３か月おき

ア）、イ）、コ）、シ）、セ）のメニューについて、全て可能。

４　低減の取組
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４－８
同一の取組事業者内で農業者によって取組メニューがバラバラに
なってもよろしいか。

よい。
農業者ごとに計画書を提出いただくことが基本となるので、農業者
ごとに取組メニューは変わると考えている。
ただし、農業者グループで統一的な取組を行っている場合で、各
農家が確実に取り組むことや必要な情報が確認できれば、まとめ
て計画書を提出することも可。
【国Q&A No.4-15】

４－９
土壌診断が遅れて、当年産の作付けのための施肥に間に合わな
い場合は、翌年度分析結果を基に肥料調整の取組を行うことで、
Ｒ５年産での取組とみなし問題はないということでよいか。

よい。
取組については、Ｒ４年度及びＲ５年度の２カ年で実施すればよ
い。

４－１０
周年栽培の品目について、秋肥、春肥で２回化学肥料取組計画
書を提出するが、実施報告書についても２枚提出が必要か。

令和６年に参加農業者が取組実施者に提出する化学肥料低減実
施報告書(要領参考様式第6号）は１枚で良い。

４－１１
稲わらすき込みの際に「腐熟促進」として石灰窒素を使用したもの
を微生物資材に転換することで、石灰窒素分の肥料成分がなくな
るので、低減技術として良いか。項目はセで良いか。

低減技術になる。取り組みはセで良い。

４－１２ 育苗箱で水稲の苗をつくるが、スの取り組みに該当するか
通常の水稲の育苗では該当しない。、育苗箱で育苗する際に施肥
し、それをそのまま本田に移植することで、本田に散布する化学
肥料を低減する取組の場合が該当する。

４－１３
市販の土壌診断キットで農業者が自ら、または取組実施者が土壌
診断を実施することは可能か

実施は可能。ただし、その診断結果に基づいた施肥設計（簡易診
断でｐH,ECの場合は多い、少ないの傾向も可）が必要になる。

５－１

町独自で検討している補助金（農業収入に応じた定額の補助事
業）が、国の「肥料価格高騰対策」と併用可能か。
（目的）コロナ禍において、種苗、肥料、資材費等の物価高騰によ
り経営が圧迫されている農林業者の持続可能な経営を支援
（対象）町内に主たる事務所、事業所及び住所を有する個人又は
法人

併用可能。
【国Q&A No5-8(2)】
本事業における支援金を交付予定の参加農業者が、代金を支
払ったか支払うことが確実な肥料費に対して、直接、国や地方公
共団体からの補助金等が交付されているか、または、今後交付さ
れていることが決定しているかで判断します。
このため、例えば
①肥料費分を区分せずに肥料以外のコストを含めて支払われた
補助金等
②前問の対象期間以外の肥料費に対して支払われた補助金等
については、本事業の支援金の調整の対象とはなりません。

５－２
本事業（国の肥料高騰対策事業支援金）と合わせ、肥料費の上昇
分の３割部分に対し、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨
時交付金等を活用した市独自の支援金を給付することは可能か。

地方自治体による上乗せ支援は可能。

５－３

領収証に肥料の種類、数量、購入費が分かるものが記載されてい
ることとなっているが、民間業者で購入した場合に、金額と、但し
書きに「肥料」としか記載されていない場合は生産者からの申請を
却下しても構わないか。また、購入時に農薬や資材等を同時に購
入している場合は、その内訳を証明する内訳書（後から作成しても
らう）があれば良いか。

本事業の対象肥料であることは、申請する生産者が民間業者に
確認するなどして証明する必要がある。
新たな内訳書の作成が必須ではなく、対象肥料であるとの説明と
購入金額が明らかであればよい。

５－４

民間業者から購入した場合、経営継続補助金と同じ対応で良い
か。単なるレシートではダメで領収証と記載されているもの、また
は、領収証としか記載されていないため領収証に手書きで宛名を
追記する、等。

本事業は、請求書での申請も可。量販店などで購入してレシートし
かない場合もあるため、宛名を追記して不正を防止する方法も良
い。

５－５

肥料法における肥料が該当するとのことだが、畜産農家が生産す
る堆肥で特殊肥料の届出がされていない場合は対象となるか。
（取組実施者では特殊肥料の届出がされているかどうか確認でき
ない）

Ｑ＆Ａ問５－４は、肥料に該当しない資材を排除するため。堆肥に
ついては、肥料法により特殊肥料の届出がされている者から購入
したものが対象となる。
届出がされているかの確認は、基本的に農業者自身が行う。

５　支援金の算定
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５－６

Ｑ＆Ａ問5-5において、下から４行目「③については、領収書か請
求書のいずれかが必要となります。」と書かれているが、下から６
行目「支払い義務が発生していることが確認できる書類の確認」と
あり、領収書と請求書だけでなくJAでは個人別購買取引明細等で
確認できることから、下から4行目「③については、領収書や請求
書等のいずれかが必要となります」に変更していただきたい。

問５－５（３）を追加したので、これで対応願いたい。

５－７
価格上昇率は全国一律か。
秋肥、春肥、年１本の３パターンあるが、差がでるのか。また、年１
本の場合はどのようにして算出するのか。

全国一律の数字。
３パターンで差が出る可能性はある。
算出方法は、秋肥は６月～１０月、春肥は１１月～翌年５月、年１
本は６月～翌年５月を前年の同時期と比較する。なお、大分県は
秋肥、春肥の２パターンの申請とする。

５－８
現在（Ｒ４年８月末）水稲の穂肥や追肥用に販売している肥料は今
回の秋肥で申請してよいか。

良い。

５－９

本事業は、肥料価格高騰の影響を受けた令和４年６月から令和５
年５月までの肥料費が対象となるが、ＪＡの肥料価格改定は７月
に実施しており、６月は改定前の価格で販売している。
①価格改定前の６月に購入した肥料は対象外となるのか。
②令和５年６月分は対象外だが、５月までに注文すれば６月に購
入しても対象となるのか。

①価格改定前の６月購入分から対象となる。
【国Q&A No5-9】
②春肥については、令和５年用春肥として購入した、又は購入す
ることが確実と見込まれるもの。
対象は、令和４年１１月から令和５年５月までに注文したものとな
り、支援金の算定には、支払い義務が発生していることが確認で
きる領収書か請求書が必要。

５－１０

Ｑ＆Ａ４－１１にて「肥料法における肥料に該当するものについて
は、支援金の算定に用いる肥料費に算定することができる。」とあ
るが、特殊肥料のうち、化学肥料の低減に結びつかないような肥
料も支援金の算定対象としてよいか。
（例：苦土生石灰等のＮＰＫがほぼ０の特殊肥料）

化学肥料の低減に結びつく・つかないと関係なく、肥料法における
肥料に該当すれば支援金の算定に用いる肥料費に算定すること
ができる。

５－１１

R4秋肥の対象期間中にR5春肥として使用する肥料を注文した場
合、注文時点の秋肥として申請することになると思うが、今後R5春
肥の対象期間中にR5秋肥として使用する肥料については対象外
となるという理解で良いか。

お見込みのとおり。
化学肥料低減計画書の確約欄にも「令和４年秋肥又は令和５年
春肥として確実に購入し、自らの農業生産に使用します。」との記
載があるため、令和４年秋肥又は令和５年春肥として使用してい
ただくことが要件となる。

５－１２ 肥料の購入時にポイントを使った場合は対象となるのか ポイント利用部分を除いた金額が対象となる

５－１３ 算定額は円単位か？算定時の小数点以下の扱いは如何 県協議会は、一円単位で支援金を支払う、小数点以下は切り捨て

５－１４
取組実施者（法人）が肥料販売店から仕入れた肥料を○％上乗
せして農家に販売している場合、その全額が支援金の対象となる
か。

農家に支払い義務が発生すれば支援金の対象となる。

６－１

農業者の所在地が県内で、取組実施者の所在地が他県の場合、
農業者の所在地がある県協議会に申請は可能か。
（他県に営業所があり、大分県内の農業者に肥料を販売している
場合）

取組事業者の所在地が他県でも、大分県の農業者が５人以上い
る場合は大分県の協議会に申請可能。
　※大分県の農業者が５名以下の場合は、所在地のある他県の
協議会に提出。（取組事業者の所在地にある協議会に申請する
のが原則。）
他県の農業者が５名以上、大分の農業者が５名以上の場合、１取
組事業者がそれぞれ分けて他県、大分県の協議会に申請するこ
とが可能。

６－２
化学肥料低減計画書の作付概要に、品目ごとの作付面積を記入
することになっているが、この作付面積は低減に取り組む面積を
記入するのか。それとも作付け全面積を記入するのか。

全面積を記入する。

６－２
（２）

食用米、飼料米、WCSを栽培している場合、化学肥料低減計画書
の作付概要の記載はどのようにしたら良いのか？

作物として、まとめて「水稲」や「米」で記入する。
ただし、化学肥料低減の取り組みを「「水稲」や「米」の一部（食用
米等）など限られたもので行ない、かつ全作物の作付け面積の過
半を占める場合は、化学肥料低減取組計画書の作物概要の欄に
は、例として、作物名水稲（食用米）と記入し、低減の取り組みを
行なわない水稲についてはまとめてその他に含める。

６－３
肥料低減計画書は、県協議会作成の統一様式があるか。それと
も、取組実施者によって様式が異なる可能性があるか。また、様
式の取得方法は具体的にどこか。

県協議会作成の統一様式となる。
様式については、県協議会のＨＰに掲載。
※県協議会のＨＰ(https://www.ja-
oitachuuoukai.or.jp/group/cost.php)

６　申請・支払関係
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番号 質問 回答

1 申請は、購入店舗や法人でなくても、可能ですか。

・農業者が複数の販売店から肥料を購入している場合
には、原則、肥料を購入した販売店からの申請をして
いただきます。ただし、販売店が取組実施者となって
いない場合は、取組実施者となっている販売店が、他
の販売店分を合わせて申請することも可能です。
（手引きP5参照）
・任意のグループをつくって申請することも可能で

いること、代表者の定めがあり、規約・規程等が整備
されていることが要件となります。合わせて、支援金
を受け取る団体の口座を開設することも必要です。
（国Q&A 3-1）

2
化学肥料低減計画書のチェックは、弊社以外の肥
料でも該当しますか。（チェックの該当になりま
すか）

例えば、計画書「コ低成分肥料の利用」を選択した場
合に、取組実施者となっている肥料販売店と異なる肥
料販売店から低成分肥料を購入してもチェックの該当
になります。

3

販売農家の証明である売り上げ表についてですが
農家が直接販売している場合、年月日、誰に、単
価、数量等出してもらえないと思います。誰に販
売したという所を空白や上様でも良いのか？
例えば1haの水田を作っていて20袋の販売証明で
も良いのか？（販売農家の栽培面積に応じた
30%、50%、100%とか規程はあるのか？）

販売農家であることの確認は、参加農業者の直近の農
産物の販売伝票等を取組実施者が確認することで
チェックをお願いしているところです。しかし、直接
販売の場合は明確な販売証明がないことも考えられま
すので、参加農業者への聞き取りやノートやメモ等の
記録で販売農家であることを取組実施者が判断できる
場合は確認書類の提出は不要です。
また、栽培面積に応じた販売実績の程度は具体的に定
めていません。作付面積に対して販売分が過小ではな
いか等の疑問が生じる場合は個別に県協議会あてご相
談ください。

4

「エ 堆肥の利用」について、自給堆肥の場合、
散布状況の写真が必要と聞きましたが散布の写真
まで必要ですか？手間がかかり大変です。
また水田の場合、通常１トン程度と聞きましたが
購入堆肥、自給堆肥も重量を計ってないので不明
ではないですか？

自給堆肥の利用については、散布状況の写真があると
望ましいですが、ご指摘のとおり手間がかかるため、
当協議会では堆肥の写真（積んでいる）を確認書類と
しています。HPにある「化学肥料低減計画書の取組メ
ニュー毎の確認書類」をご確認ください。
また、堆肥の投入量は、参加農業者が合理的な説明が
出来るようにしてください。

事前質問に対する回答
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番号 質問 回答

5

「コ 低成分肥料の利用」について、（Nに対し
てPK成分が低い）の使用とありますが今まで一発
肥料の14-14-14を10a40kg使用していて、今年L
型の20-10-10を40kg使用した場合該当しますか？
又は24-8-8を30kg施用の場合は該当しますか？

L型肥料を利用しており、今までの銘柄よりも窒素、リ
ン酸、カリ成分の総量が低くなることから該当しま
す。(20-10-10 40kg/10a、24-8-8 30kg/10aと
も）。また、これまでの一発肥料14-14-14を使用して
いたことを説明できる書類等を残す必要があります。

6

「シ 局所施肥の利用」について、側条施肥の機
械類の写真は分かりますが作業日誌の提出は資料
集めが大変です。側条施肥機械を持っていればそ
れ以外の施用方法は通常ないので日誌の提出は不
要にしてもらいたい。また田植え側条施肥作業中
の写真は不要でお願いしたい。（現地の写真を撮
りに行く手間は大変です。）
また作業委託で植えてもらった場合もその機械の
写真だけで良いのではないか？作業中の写真など
手間がかかり大変です。（現地の水田まで写真を
撮りに行けないです。）

「シ 局所施肥の利用」について、当協議会では機械
の写真としており、作業日誌や作業中の写真の提出ま
では求めていません。詳細は、HPにある「化学肥料低
減計画書の取組メニュー毎の確認書類」をご確認くだ
さい。
また、作業委託の場合は、機械の写真と併せて契約書
や委託先からの作業報告書等、委託した事がわかる確
認書類をご準備ください。

7

「セ 化学肥料の使用量及びコスト節減の観点か
らの施肥量・肥料銘柄の見直し」について、今ま
で元肥タイプ10-14-13を10a40kg使用していて今
年12-8-10を10a40kg施用した場合は大丈夫です
か？（Nは増えたがPKは下落している）
前年の化成肥料成分を下回れば大丈夫ですか？N
量ではなく全部の成分での対比で良いか？

今までより安価になり、肥料成分の総量が減る場合は
取組として該当します。前年の施肥量と肥料銘柄がわ
かる確認書類及び変更した肥料銘柄の購入記録等をを
ご準備ください。

8
今回の説明会での質問、意見の回答をHPに公開、
又はメールで送信してください。

県版Q&Aに追記し、HPにて公開予定です。
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